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日
本
医
療
機
構
の
世
論
調
査
で
、
反
対
派

は「
廃
止
」（
28
・
5
％
）と「
新
制
度
を
つ
く

る
」（
13
・
9
％
）に
分
か
れ
た
が
、
新
制
度
の

中
身
は
不
明
で
あ
る
。
日
経
調
査
で
は「
分

か
ら
な
い
」が
2
位
。
具
体
的
な
代
案
が
な
い

現
状
に
世
論
は
戸
惑
っ
て
い
る
。

時
計
の
針
が
十
数
年
戻
る

見
直
し
作
業
は
二
本
立
て
で
進
む
。
舛
添

要
一
・
厚
労
相
が
指
示
し
た
有
識
者
で
構
成

の「
高
齢
者
医
療
制
度
に
関
す
る
検
討
会
」

と
、
自
民
党
の
社
会
保
障
制
度
調
査
会
医
療

委
員
会
で
あ
る
。

筆
者
も
一
員
の
有
識
者
会
議
は
3
月
17

日
、「
議
論
の
整
理
」を
ま
と
め
た
。

代
表
的
な
主
張
は
、
①
75
歳
で
区
切
る
現

行
の
独
立
型
を
改
善
し
な
が
ら
維
持
、
②
年

齢
区
分
を
や
め
て
各
制
度
の
年
齢
構
成
の
相

違
に
よ
る
負
担
の
不
均
衡
を
全
年
齢
で
財
政

調
整
、
③
国
民
健
康
保
険
を
都
道
府
県
単
位

に
集
約
し
、
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
を
包
含
す
る
設
計
に
切
り
換
え
る（
い

わ
ゆ
る「
県
民
国
保
」構
想
）。
そ
の
際
、
④
65

歳
で
区
切
り
、
後
期
高
齢
者
制
度
と
同
様
の
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対
象
者
の
大
半
が
猛
反
発
し
た
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
が
発
足
し
て
1
年
、
矢
継
ぎ
早

の
手
直
し
で
世
論
は
変
化
し
た
の
か
。
制
度

自
体
の
見
直
し
作
業
は
ど
う
進
む
の
か
。

昨
春
の
嵐
は
収
ま
っ
た
の
か

日
本
医
療
政
策
機
構
の
世
論
調
査
で
は

「
細
か
な
点
を
修
正
し
、
現
行
制
度
の
骨
格
を

維
持
」（
40
・
3
％
）と「
現
行
制
度
の
維
持
」

（
8
・
5
％
）で
、
賛
成
派
が
ほ
ぼ
半
数
を
占
め

た（
有
効
回
答
1
0
1
6
人
）。

日
経
新
聞
の
意
識
調
査
で
は
、「
廃
止
」

（
32
％
）、「
分
か
ら
な
い
」（
29
・
4
％
）、「
現
行

制
度
の
存
続
」（
20
％
）、「
見
直
し
て
存
続
」

（
17
・
3
％
）の
順
だ
っ
た（
有
効
回
答
、
1
4

0
7
人
）。

厚
労
省
幹
部
は「
一
定
の
理
解
を
得
ら
れ

つ
つ
あ
る
」と
、
一
息
つ
く
の
だ
が
、
”休
火

山
“
に
過
ぎ
な
い
、
と
の
見
方
も
あ
る
。

1
人
当
た
り
年
額
の
保
険
料
は
全
国
平
均

7
・
2
万
円
か
ら
特
別
対
策
で
約
6
・
5
万
円

に
値
引
き
さ
れ
、
国
民
年
金
79
万
円
の
単
身

者
は
同
6
2
0
0
円
、
厚
生
年
金
2
0
1
万

円
の
平
均
的
な
受
給
者
で
も
同
5
万
1
6
0

0
円
。
ディ
ス
カ
ウ
ン
ト
が
反
発
を
和
ら
げ
た

の
か
。
た
だ
し
、
軽
減
策
は
基
本
的
に
期
限

限
定
の
は
ず
で
、
先
行
き
は
ど
う
す
る
の
か
。

●

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
●

よ
み
が
え
る
論
争
と

仕
切
り
な
お
し
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財
政
調
整
を
行
な
う
、
あ
る
い
は
⑤
65
歳
以

上
に
対
す
る
支
援
額
は
、
国
保
と
被
用
者
保

険
と
の
間
で
加
入
者
数
に
よ
っ
て
均
等
に
分

け
、
各
被
用
者
保
険
制
度
側
で
は
保
険
者
の

財
政
力
に
従
う
応
能
負
担
で
ま
か
な
う
。

10
数
年
前
の
論
議
に
似
て
意
見
は
複
雑
に

分
か
れ
、
各
案
と
も
に
長
所
と
短
所
を
抱
え
、

関
係
団
体
の
利
害
も
錯
綜
す
る
。

地
域
保
険
の
再
構
築
を
最
大
の
課
題
に

当
然
な
が
ら「
皆
保
険
体
制
」を
守
り
、
育

て
る
こ
と
に
異
論
は
な
か
っ
た
。
そ
の
体
制

は
、
市
町
村
国
保
と
い
う
大
地
状
に
広
が
る

基
盤
な
し
に
は
成
立
し
え
な
い
。
被
用
者
保

険
は
大
地
に
林
立
す
る
ビ
ル
の
よ
う
な
存
在

で
、
急
速
な
高
齢
化
が
、
こ
の
ビ
ル
群
か
ら
大

量
の
定
年
退
職
者
を
送
り
出
し
、
さ
ら
に
深

刻
な
不
況
が
失
業
者
ら
を
追
い
出
す（
図
参

照
）。収

入
は
乏
し
く
、
支
出
は
か
さ
み
、
小
集

団
の
多
い
市
町
村
国
保
を
い
か
に
補
強
す
る

か
。
そ
の
一
案
と
し
て
筆
者
ら
は
都
道
府
県

単
位
へ
の
再
編
成
を
提
案
し
た
。
保
険
者
が

県
単
位
に
な
れ
ば
、
県
単
位
に
創
設
さ
れ
た

後
期
高
齢
者
制
度
と
75
歳
以
上
を
別
扱
い
し
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中
小
企
業
従
業
員
ら
の
協
会
け
ん
ぽ�

大
企
業
従
業
員
ら
の
健
保
組
合�

公
務
員
ら
の
共
済
組
合�

市町村の国民健康保険��
年金生活者、5人未満の個人事
業所従業員、派遣労働者、パー
ト、自営業者ら。�

正社員化など�

定
年
退
職
な
ど�

脱サラ、失業など�

74歳以下の市町村国保� 75歳以上の高齢者医療制度�

08年度、高齢者医療制度の発足�

各県での保険財政共同�
安定化事業により�
「広域連合化」�

全市町村参加の�
広域連合�

同じ県内に75歳を境に地域保険が並存することの是非�

図 「国民皆保険」の概念図な
い
で
済
む
。
も
ち
ろ
ん
有
識
者
の
検
討
会

で
も
、
住
民
に
身
近
な
市
町
村
が
医
療
に
責

任
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
、
と
の
主
張
も
根
強

く
あ
っ
た
。

し
か
し
、
十
数
年
前
と
違
う
の
は
、
高
知

県
や
京
都
府
か
ら
国
保
の
県
単
位
化
を
模
索

す
る
提
案
が
出
始
め
た
こ
と
だ
。
全
国
市
長

会
、
町
村
長
会
も
目
標
は
全
制
度
の
一
元
化

な
が
ら
、
そ
の
1
歩
と
し
て
国
保
の
県
単
位

化
を
目
指
す
。
今
後
も
急
速
な
少
子
高
齢
化

が
、
こ
の
動
き
を
加
速
す
る
に
違
い
な
い
。

自
民
党
の
医
療
委
員
会
は
、
4
月
上
旬
に

も
方
向
性
を
示
し
、
選
挙
向
け
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

に
盛
り
込
む
よ
う
だ
。
具
体
的
な
見
直
し
案

は
9
月
を
目
途
に
ま
と
め
る
、
と
い
う
。
総

選
挙
後
の
政
権
が
ど
う
変
わ
っ
て
も
、
地
域

保
険
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
。

■
宮
武

剛
（
み
や
た
け
・
ご
う
）

早
稲
田
大
学
政
経
学
部
卒
。
毎
日
新
聞
社
・
論
説
副
委
員
長
、
埼
玉

県
立
大
学
教
授
を
経
て
、
現
在
、
目
白
大
学
教
授
。

近
著
に
『
介
護
保
険
の
再
出
発

医
療
を
変
え
る
・
福
祉
も
変
わ
る
』

（
保
健
同
人
社
）。
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